
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対応マニュアル 

かなで訪問看護ステーション 

2024 年７月 1 日作成 



災害対応マニュアル 

 

1 

 

【目次】 

1 災害対応 ................................................................................................. 2 

(1) 平時の備え ......................................................................................... 2 

(1)-1 事業所内、看護備蓄品 ...................................................................... 2 

(1)-2 災害時連絡表の準備 ........................................................................ 3 

(1)-3 事業所内緊急連絡網の準備 ................................................................ 4 

(1)-4 避難場所の把握・確認と非難訓練の実施 ............................................... 4 

(1)-5 利用者管理台帳の準備 ..................................................................... 4 

(2) 業務時間内に災害が発生した場合 ............................................................. 5 

(3) 業務時間内に災害が発生した場合 ............................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



災害対応マニュアル 

 

2 

 

1 災害対応 

いつ何時発生するかもわからない災害について、災害対応はもとより、事前の準備に特

に留意し備えることが大切。 

 

利用者の安全確保は大事だが、第一には自分自身と自分の家族の安全を最優先し、非常

時の際には冷静に行動する。 

(1) 平時の備え 

(1)-1 事業所内、看護備蓄品 

定期的（半年/回 ３月・９月基準）に内容(数量・有効期限や使用期限等)を確認する。 

⚫ 設備・備品  

 

⚫ 医療機器 

 

⚫ 医療・衛生用品 

 

⚫ 生活用品 

□非常食（乾パンなど） □飲料水  □栄養補助剤 

□調味料(塩等）  □高カロリー食品 □電解質補助 

□血圧計 □聴診器 □体温計 □ペンライト 

□吸引器（手動・シリンジ） □カテーテル類 

□パルスオキシメーター   

□ガーゼ（滅菌・未滅菌） □絆創膏・カットバン □包帯    

□三角巾 □綿棒  □ハサミ  □褥瘡被覆材 

□アルコール綿      □アルコール液 

□ゴム手袋   □浣腸液   

□蒸留水・精製水  □ワセリン   

□生理食塩水      □ピンセット 

□シリンジ   □点滴セット・採血用品  

□紙おむつ   □生理用品  □マスク   

□タオル   □ペーパータオル □ティッシュ 

□ウエットティッシュ  □使い捨てカイロ □毛布  

□トイレットペーパー  □サランラップ  □割り箸  

□ヘルメット   □笛      □ペットボトル（空） 

□ドライシャンプー     □清拭剤     □軍手・ゴム手袋 

□石けん   □バケツ      
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⚫ 通信・情報 

 

⚫ 照明・燃料 

 

⚫ その他 

 

※防災リュック、ヘルメット、3 日分非常食（水も含む）、電池、プラスチックグローブ 

1 箱は訪問車に常時載せておく 

社用車（訪問車）以外には事務所の玄関内に用意しておく 

※ローリングストック（手袋、エプロン、ペーパータオル、トイレットペーパー、 

ティッシュ箱、KN95 マスク、サージカルマスク）類は常に確認しておく 

※物品チェック、社用車（訪問車）は担当者が点検月にチェックを行うようにする 

※社用車のガソリンについては、半分のメモリになる前・週末には満タンにしておく 

 

(1)-2 災害時連絡表の準備 

 

消防署・救急車・警察署・災害伝言ダイヤル・市区町村役場・災害拠点病院・保健所 

ガス会社・電力会社・水道局・電話局 

  ※さいたま市・上尾市の防災ガイドブックより抜粋 

・地域包括支援センター：別紙参照 

・介護支援事業所(主要)：地域包括ケアセンターと同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□大型懐中電灯  □ランタン □乾電池（各種） 

□ライター       □バッテリー（充電を日頃より行う） 

）  

□携帯ラジオ 

□段ボール・新聞紙 

＜さいたま市西区訪問看護ステーション一覧＞（※連携体制をとっています） 

  ＊西大宮訪問看護ステーション  

〒331-0078 さいたま市西区西大宮 3-3 埼玉県看護協会研修センター内 

☎048-621-3322 ／ 📠048-621-3211 

  ＊大宮西訪問看護ステーションくるみ 

    〒331-0061 さいたま市西区西遊馬 1259-2 

     ☎048-625-0008 ／ 📠048-625-0007 

  ＊おおみや生協訪問看護ステーション 

    〒331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇 1070 医療生協おおみやケアセンター 

☎048-620-2232  ／  📠048-620-2239 
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・医療機器会社 

 

 ＜人工呼吸器＞ 

  フィリップス ☎049-229-0133 

 

 

＜在宅酸素業者＞ 

コイケ酸商  ☎ 049-298-6870 

  サイサン   ☎ 048-722-9001 

  フクダ    ☎ 048-711-1210 

 星酸素    ☎ 048-782-5981 

  

 

(1)-3 事業所内緊急連絡網 ※別紙参照 

 

(1)-4 避難場所の把握・確認と非難訓練の実施 

地域の避難場所(要行政確認)を全員把握の上、全スタッフを対象に、避難訓練を定期実

施する。（年 2 回 3 月・9 月予定） 

 

(1)-5 利用者管理台帳の準備 

利用者の連絡先(キーパーソンの連絡先含む)を把握の上、医療依存度の高い利用者の把

握をしておく。（グループ分けしておく） 

特に、以下の該当においては、訪問時に災害があった場合に対応できるよう事前準備・

指導する 

 

⚫ 人工呼吸器  

⚫ 在宅酸素療法 

⚫ 人工血液透析/腹膜透析 

⚫ インスリン療法 

⚫ 難病・特異ケース全般 
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(2) 業務時間内に災害が発生した場合 

災害発生時には、まず、スタッフと利用者の安全確保、指揮命令者の決定、被害状況の

把握を行い、訪問看護が継続できるか判断する。 

 

⚫ 原則、業務は継続する。ただし、継続することが危険・困難と見
なされる場合は業務を中断する 
 

⚫ 連絡手段が確保できていれば本部の指示を待つ 
 

⚫ 本部との連絡が不通となっている場合は、管理者が状況を見て退
社を決定する 
 

⚫ 管理者が帰社せず、かつ連絡がつかず本部にも連絡がつかない場
合は退社する 
 

⚫ 事業所への自身の安否報告は、連絡がつくまで続けるが、業務の
遂行を優先し、そのタイミングを見て行う 
 

⚫ 利用者への安否確認は優先業務としない。ただし、行う場合は管
理者の判断のもと、優先順位を決めて行うのが望ましい。 
また、行政からの協力依頼が事前にあった場合は、出来える限り
協力する 

 

(3) 業務時間内に災害が発生した場合 

⚫ 自身がけがをした場合         ⇒ 医療機関へ直行 
 

⚫ 自身の家族が被災地におり、緊急を要する状態にある場合                   
⇒ 帰社後、退社 

 
⚫ 利用者の身の安全が確保できない場合 ⇒ 対処後、退社 

 
⚫ 送迎手段、移動経路がない場合  ⇒ 帰社 

 
⚫ 避難勧告、行政命令が出されている場合 ⇒ 帰社後、退社 

 
⚫ 被害が甚大で二次災害の危険性がある場合 ⇒ 帰社後、退社 
  (路上に出ることが危険な場合は事務所内待機) 
 


